




































































さ
て
本
文
書
は
、
安
田
家
に
お
い
て
大
切
に
整
理

・
保
管
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、　
一
九
六
九
年
に
は
竹
山
護
夫
氏
、　
一
九
七
六
年
に
は

伊
藤
隆
氏
が
整
理
と
調
査
を
手
が
け
て
い
る
。
と
も
に
文
書
の
借
用
証
や
そ
れ
ぞ
れ
に
作
成
し
た
目
録
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、
文
書
群

の
原
型
維
持
に
つ
と
め
な
が
ら
、
何
々
関
係
と
記
し
た
袋
に
入
れ
た
り
、
紐
で
括

っ
た
り
し
て
、
整
理
を
重
ね
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

学
習
院
大
学
史
料
館
で
は
、
本
文
書
を
整
理
し
管
理
し
て
い
く
た
め
、
先
の
整
理
に
よ
る
文
書
の
ま
と
ま
り
を
重
視
し
て
文
書
の
小
群

を
確
定
し
、
こ
れ
に
Ａ

・
Ｂ

・
Ｃ
…
…
の
記
号
を
与
え
、
さ
ら
に

一
文
書
ご
と
に
番
号
を
付
け
た
。
ま
た
、
未
着
手
分
の
文
書
小
群
も
同

様
に
処
理
し
、
す
べ
て
の
文
書
に
Ａ
ｌ
や
Ｂ
２
の
よ
う
に
文
書
番
号
を
つ
け
て
整
理
を
し
た
。
文
書
小
群
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
参
照

さ
れ
た
い
。

「
御
親
書
」
と
記
さ
れ
た
封
筒
入
り
の
東
久
邁
宮
書
簡

東
久
遭
宮
帰
朝
問
題
関
係
史
料

（伊
藤
隆
氏
目
録
収
載
分
）

「
石
原
莞
爾
」
と
記
さ
れ
た
封
筒
入
り
書
簡

（Ｄ
よ
り
独
立
）

「満
州
関
係
」
と
記
さ
れ
た
封
筒
入
り
文
書
類

福
田
雅
太
郎
書
簡

（Ｄ
よ
り
独
立
）

書
簡
類

（他
の
書
簡
類
か
ら
除
か
れ
た
も
の
か
）

「
上
原
勇
作
」
と
記
さ
れ
た
封
筒
入
り
の
書
簡

神
兵
隊
事
件
関
係
史
料

（伊
藤
隆
氏
作
成
目
録
収
載
分
）

神
兵
隊
事
件
関
係
史
料
補
遺

東
久
邁
宮
帰
朝
問
題
関
係
史
料

（Ｂ
に
つ
な
が
る
文
書
小
群
か
）

東
久
邁
宮
帰
朝
問
題
に
関
す
る
書
簡
写
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75 解説にかえて

写
真
帳
以
上
、　
一
九
八
九
年
二
月
受
託
分

履
歴
史
料
、
お
よ
び
官
位
な
ど
の
叙
任
文
書

以
上
、　
一
九
九
〇
年
五
月
受
託
分

こ
の
目
録
で
は
、
文
書
小
群
や
内
容
の
事
案
を
手
が
か
り
と
し
、
ま
た
利
用
の
便
を
考
慮
し
、
六

つ
の
主
題
項
目
を
立
て
て
文
書
を
配

列
し
た
。
主
題
項
目
内
で
は
文
書
小
群
を
で
き
る
限
り
保
持
し
、
か
つ
年
代
順
に
配
列
し
た
。
そ
し
て
こ
の
配
列
順
に
通
し
番
号
を
つ
け
、

目
録
番
号
と
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
方
針
で
目
録
編
成
を
し
た
結
果
、
収
録
し
た
文
書
は
二
五
二
件
に
の
ぼ
っ
た
。

二
　
主
題
分
類
項
目
ご
と

の
史
料

に

つ
い
て

一
、
安
田
銭
之
助
の
私
的
文
書

（履
歴
史
料

・
福
田
雅
太
郎
書
簡
ほ
か
）
、
お
よ
び
著
作
な
ど

こ
こ
に
は
、
任
官

・
叙
位

。
叙
勲
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
履
歴
史
料
や
私
的
性
格
の
濃

い
書
簡
類

（福
田
雅
太
郎
書
簡
）
、
お
よ
び
著
作
類

な
ど
を
ま
と
め
て
、
安
田
個
人
の
経
歴
や
思
想
な
ど
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

安
田
鎮
之
助
は
、　
一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年

一
二
月
、
熊
本
の
士
族
の
家
に
生
ま
れ
、
熊
本
幼
年
学
校
、
中
央
幼
年
学
校
、
陸
軍
士

官
学
校
で
勉
学
を

つ
み
、　
一
九

一
〇

（明
治
四
三
）
年

一
二
月
、
歩
兵
少
尉
に
任
官
し
、
さ
ら
に
陸
軍
大
学
校

へ
進
ん
だ

（
一
九

一
八
年

卒
業
、
第
二
〇
期
）

エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
の
陸
軍
軍
人
で
あ
る
。
そ
の
後
、
皇
族
附
武
官
と
し
て
東
久
邁
宮
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
過
ご
し
、

一
九
二
七

（昭
和
三
）
年

一
月
に
帰
国
し
て
か
ら
は
陸
軍
中
佐
に
昇
進
し
、　
一
九
二
〇
年
八
月
、
依
頼
免
官
、
豫
備
役
編
入
と
な
る
。
こ

の
の
ち
、　
一
九
二
三

（昭
和
八
）
年
七
月

一
〇
日
に
は
い
わ
ゆ
る
神
兵
隊
事
件
で
検
挙
さ
れ
、　
一
九
二
五
年
に
結
審
し
た
予
審
で
内
乱
罪



の
適
用
を
と
わ
れ
た
。　
一
九
四

一

（昭
和

一
六
）
年
三
月
、
大
審
院
の
結
審
で
殺
人
予
備
罪
と
放
火
予
備
罪
が
適
用
さ
れ
た
も
の
の
、
他

の
被
告
と
と
も
に

「情
状

二
因
り
刑
ヲ
免
除
」
さ
れ
て
い
る
。

安
田
の
こ
の
よ
う
な
道
の
り
は
、
本
文
書
全
体
を
通
し
て
さ
ら
に
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
の
基
本
史
料
と
し
て
、
史
料
の

部
に
は
安
田
鉄
之
助
著

『
断
腸
秘
録
』
（目
録
番
号
二
八
）
の
全
文
を
掲
載
し
た
。
こ
の
書
は
、
安
田
が
東
久
運
宮
に
奉
仕
し
て
い
る
間

の
体
験
と
思
索
を
、
自
ら
の
精
神
に
貫
徹
し
て
い
る

一
大
秘
事
と
し
て
著
し
た
手
記
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
皇
道
政
治
の
実
現
を
め
ざ
す
に

い
た
る
安
田
の
思
想
的
営
為
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
本
書
は
、
長
男
元
久
氏
が
中
学
二
年

（
一
九
三
二
年
）

の
頃
、
父
鉄
之
助
の
校
閲
を
経
な
が
ら
清
書
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
に
原
本

。
写
本
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
を
端
緒
と
し
て
本
格
的
な
研

究
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
た
い
。

ま
た
こ
の
項
に
は
、
安
田
銭
之
助
の
妻
シ
ノ
子
の
父
福
田
雅
太
郎
か
ら
の
書
簡
五
件
も
収
録
し
た
。
福
田
雅
太
郎
は
、　
一
八
六
六

（慶

応
二
）
年
長
崎
県
東
彼
杵
郡
大
村
に
生
ま
れ
、　
一
八
九
二

（明
治
二
六
）
年
陸
軍
大
学
校
卒
業
、　
一
九

一
一

（明
治
四
四
）
年
陸
軍
少

将

。
歩
兵
第
二
四
旅
団
長
、　
一
九
二

一

（大
正

一
〇
）
年
五
月
台
湾
軍
司
令
官
、
同
年

一
二
月
陸
軍
大
将
と
な

っ
た
。　
一
九
二
三

（大
正

一
二
）
年
八
月
軍
事
参
議
官
に
転
補
さ
れ
て
帰
京
し
、
同
年
の
関
東
大
震
災
に
際
し
て
戒
厳
令
司
令
官
を
つ
と
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
る
。
な
お
、
福
田
雅
太
郎
に
つ
い
て
は
黒
板
勝
美

『
福
田
大
将
伝
』

（福
田
大
将
伝
記
刊
行
会
、　
一
九
三
七
年
）
が
あ
る
。

安
田
鉄
之
助
が
渡
仏
し
て
い
た

一
九
二
三
年
か
ら

一
九
二
七

（昭
和
三
）
年
ま
で
の
間
、
シ
ノ
子
と
子
供
た
ち
は
福
田
家
に
身
を
寄
せ

て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
間
、
福
田
は
こ
れ
ら
の
書
簡
に
よ
っ
て
在
仏
の
鉄
之
助
に
シ
ノ
子
た
ち
の
様
子
や
国
内
情
勢
な
ど
を
伝
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

末
尾
と
な

っ
た
が
、
安
田
鉄
之
助
と
神
兵
隊
事
件
に
関
し
て
は
、
安
田
元
久
著

『
騎
馬
の
道
草
―
―
大
正
末
期

・
昭
和
初
期
の
激
動
と

前
半
生
の
自
伝
―
―
』
釜
口
川
弘
文
館
、　
一
九
八
九
年
）
と
、
伊
藤
隆

「神
兵
隊
事
件
と
安
田
鋏
之
助
」
「
日
本
歴
史
』
五
〇
〇
号
、　
一

九
九
〇
年
）
が
あ
る
。
ぜ
ひ
と
も
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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二
、
東
久
通
宮
帰
朝
問
題
関
係
文
書

一
九
二
〇

（大
正
九
）
年
に
渡
仏
し
た
東
久
適
宮
は
、
留
学
先
の
パ
リ
陸
軍
大
学
を
終
え
た
の
ち
四
回
に
わ
た

っ
て
帰
朝
延
期
を
し
た
。

一
九
二
六

（大
正

一
五
）
年
に
は
宮
内
省
当
局
や
皇
族
ら
が
本
格
的
に
帰
朝
要
請
を
繰
り
広
げ
、
大
正
天
皇
死
去
後
の

一
九
二
七

（昭
和

三
）
年

一
月
に
帰
朝
し
て
収
束
す
る
。
こ
こ
に
収
録
し
た
の
は
、
こ
の
件
に
際
し
て
東
久
運
宮
付
武
官
安
田
鎮
之
助
が
発
受

・
書
写
し
た

書
簡

。
暗
号
電
報
な
ど
九
四
件
で
あ
る
。

こ
の
帰
朝
問
題
の
経
緯
は
、
史
料
の
部
に
全
文
を
収
載
し
た
安
田
鎮
之
助
手
記

『
断
腸
秘
録
』
（目
録
番
号
二
八
）
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、　
一
九
二
五
年
頃
に
お
け
る
東
久
適
宮
と
内
務
省

・
宮
内
省
間
の
情
報
網
の
図

（六
五
頁
）
は
、
本
件
が
ど
の
よ
う
な

関
係
の
枠
組
の
中
で
展
開
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
安
田
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

っ
た
の
か
を
簡
明
に
示
し
て
い
る
。

三
、
上
原
勇
作
書
簡

こ
こ
に
収
録
し
た
の
は
、　
一
九
二
〇
年
代
後
半
、
千
葉
県

一
ノ
宮
復
如
庵
で
転
地
静
養
し
て
い
た
上
原
勇
作
か
ら
の
来
簡

一
四
件
で
あ

ワ一
。上

原
勇
作
は
、　
一
八
五
六

（安
政
三
）
年
日
向
国
都
城

（現
宮
崎
県
都
城
市
）
に
生
ま
れ
、
陸
軍
士
官
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
は
工
兵

小
尉
と
な
リ
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
工
兵
学
を
学
ん
で
い
る
。
陸
士
教
官

。
参
謀
本
部
員
な
ど
を

つ
と
め
た
後
、
日
露
戦
争
で
は
第
四
軍

参
謀
長
、　
一
九

一
二

（明
治
四
五
）
年
に
は
陸
軍
大
臣
と
な
る
。
ま
た
、
日
露
戦
争
後
は
陸
軍
中
将

。
男
爵
、　
一
九

一
五
年
に
は
大
将
に

進
み
参
謀
総
長
を
つ
と
め
、
さ
ら
に

一
九
二

一

（大
正

一
〇
）
年
、
元
帥

・
子
爵
と
な

っ
た
人
物
で
あ
る
。

上
原
は
、　
一
九
二
四
年

一
月
、
清
浦
奎
吾
内
閣
の
陸
相
に
福
田
雅
太
郎

（安
田
鋏
之
助
義
父
）
を
推
し
た
。
こ
れ
は
実
現
し
な
か

っ
た

が
、
以
後
薩
派
系
軍
人

・
政
治
家
を
ひ
き
い
て
反
長
州

・
親
皇
族
の
派
閥
を
形
成
し
て
い
く
。
本
書
簡
で
も
、
安
田
を
通
じ
て
東
久
邁
宮



と
政
策
論
議
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
上
原
勇
作
関
係
文
書
研
究
会
編

『
上
原
勇
作
関
係
文
書
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七
六
年
）
に
は
安
田
鉄
之
助
や
福
田
雅

太
郎
の
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
簡
と
照
合
し
、
関
係
解
明
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
、
元
帥
上
原
勇
作

伝
記
刊
行
会
編

『
元
帥
上
原
勇
作
伝
』
上

・
下
巻
（元
帥
上
原
勇
作
伝
記
刊
行
会
編
、　
一
九
三
八
年
）
が
あ
る
。

四
、
石
原
莞
爾
―
―
満
州
事
変
関
係
文
書

こ
こ
に
は
満
州
事
変

（
一
九
二

一
年
九
月
）
前
後
の
石
原
莞
爾
ら
の
書
簡
な
ど
、　
〓

一件
を
収
録
し
た
。

い
ず
れ
も

「
満
州
関
係
」

（文
書
番
号
Ｄ
）
と
記
さ
れ
た
当
時
の
封
筒
に
入

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇

（昭
和
五
）
年
八
月
か
ら
歩
兵
第
五
旅
団
長
を

つ
と
め
て
い
た
東
久
邁
宮
に
は
、
安
田
を
通
じ
て
各
方
面
か
ら
満
蒙
問
題
に

つ
い
て
の
意
見

・
情
報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
満
州
事
変
前
に
、
関
東
軍
参
謀

（作
戦
主
任
）
と
し
て
旅
順
に
赴
任
し
て
い

た
石
原
莞
爾
が
、
満
蒙
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
力
は
東
久
邁
宮
の
ほ
か
に
な
い
と
し
、
参
謀
本
部
第

一
部
長
に
な

っ
て
も
ら
う
準
備

の
た
め
、
安
田
に
来
満
要
請
を
し
た
書
簡

（目
録
番
号

一
七
五
）
は
、
こ
の
事
情
を
よ
く
物
語
る
。

五
、
東
久
適
宮
書
簡

東
久
邁
宮
か
ら
安
田
鉄
之
助
に
宛
て
ら
れ
た
親
書
、　
一
五
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

「御
親
書
」
と
記
さ
れ
た
封
筒
入
り
、
用
紙
は

「東

久
邁
宮
」
名
か

「
陸
軍
」
名
入
り
の
用
箋
で
あ
り
、
本
文
は
東
久
邁
宮
自
筆
で
あ
る
。
満
州
事
変
後
の
情
勢
、
荒
木
貞
夫
陸
軍
大
臣
就
任

な
ど

へ
の
言
及
な
ど
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
は

一
九
二

一

（昭
和
六
）
年
後
半
よ
り

一
九
二
三
年
七
月
の
神
兵
隊
事
件
以
前
の
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。

安
田
鎮
之
助
は
す
で
に
皇
族
付
武
官
を
は
な
れ
て
予
備
役
に
な

っ
て
い
た
が
、
本
書
簡
で
は
夕
食
会
の
日
程
調
整
や
所
用
の
代
行
な
ど
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を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
東
久
邁
宮
の
秘
書
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
目
録
番
号

一
九
六

。
一
九
七

。
一
九
八
の
書

簡
で
は
、
満
蒙
を
完
全
に
日
本
の
領
土
に
す
べ
き
と
す
る
東
久
邁
宮
の
見
解
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。

六
、
神
兵
隊
事
件
関
係
史
料

こ
こ
に
は
、
神
兵
隊
事
件
の
裁
判
史
料
を
中
心
と
し
て
、
新
聞
の
関
係
記
事
を
張
り
付
け
た
ノ
ー
ト
類
や
皇
道
主
義
に
関
わ
る
冊
子
、

講
演
筆
記
録
な
ど
五
〇
件
を
お
さ
め
た
。

神
兵
隊
事
件
は
、　
一
九
二
三

（昭
和
八
）
年
七
月
に
発
覚
、
検
挙
さ
れ
た
、
皇
道
政
治
の
実
現
を
め
ざ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
の
未
遂
事
件

で
あ
る
。
安
田
鉄
之
助
は
、
天
野
辰
夫

。
前
田
虎
雄
ら
と
と
も
に
中
心
的
存
在
と
な
り
、
斎
藤
実
を
首
班
と
す
る
挙
国

一
致
内
閣
を
打
破

し
た
の
ち
、
東
久
邁
宮
内
閣
、
あ
る
い
は
皇
族
が
連
立
す
る
皇
族
総
出
内
閣
の
実
現
を
企
図
し
て
い
た
。
彼
ら
は
自
ら
を

「
神
兵
」
と
よ

び
、
神
兵
隊
に
よ
る
破
壊
行
動
と
、
具
体
的
な
建
設
活
動
の
計
画
を
も

っ
て
お
り
、
①
皇
道
に
よ
る
国
民
教
育
の
徹
底
強
化
、
②
政
治
の

道
義
化
と
機
構
の
簡
易
化
、
③
金
融
機
関
の
国
営
化
、
④
重
要
産
業
の
民
業
的
公
営
化
、
⑤
自
治
体
の
政
治
的

・
経
済
的
権
能
の
拡
大
充

実
、
⑥
国
策
遂
行
に
必
要
な
皇
軍
の
充
実
強
化
、
⑦
皇
道
に
立

つ
積
極
外
交
の
強
行

（『
皇
国
更
生
方
案
大
綱
Ｌ

を
主
張
し
た
。

検
挙
後
、
安
田
ら
は
殺
人
予
備

・
放
火
予
備

・
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
罪
の
疑

い
で
東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
た
が
、　
一
九

二
五
年
九
月
の
結
審

（豫
審
判
事
吉
本
栄

一
）
で
内
乱
予
備
罪
の
適
用
を
問
わ
れ
、
大
審
院
第

一
特
別
刑
事
部
で
公
判
が
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し

一
九
四

一

（昭
和

一
六
）
年
二
月
、
内
乱
予
備
罪
は
適
用
さ
れ
ず
、
殺
人
予
備

・
放
火
予
備
罪
が
適
用
さ
れ
、

且
つ
刑
を
免
除
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
安
田
ら
は
不
当
検
挙
と
し
て
抗
議
を
続
け

（目
録
番
号
二
四

一
。
二
四
二
）
、
ま
た
豫
審
判
事
、
さ
ら
に
は
大
審
院
判
事

ヘ

の
忌
避
申
し
立
て

（二
四
〇

。
二
四
六

・
二
四
七
）
な
ど
を
お
こ
な
い
公
判
戦
を
争

っ
た
が
、　
一
方
で
は
天
野
派
の
片
岡
駿
ら
が

『
報
告

童
曰　
神
兵
隊
の
告
り
直
し
と
其
精
神
』
公
一四
四
）
を
発
行
し
、
前
田
派
を

「
非
告
り
直
し
組
」
と
し
て
批
判
し
て
分
裂
し
て
い
っ
た
。



神
兵
隊
事
件
に
つ
い
て
は
、
安
田
元
久
氏
前
掲
書
と
伊
藤
隆
氏
前
掲
論
文
の
ほ
か
、
『
天
野
辰
夫
外
五
十
八
名
に
対
す
る
殺
人
放
火
予

備
等
被
告
事
件
予
審
終
結
決
定
』
（司
法
省
刑
事
局
編

（『
思
想
研
究
資
料
』
特
輯
二
三
、
東
洋
文
化
社
、　
一
九
七
六
年
）
、
堀
真
清

「神

兵
隊
事
件
と

『
北

・
西
田
派
』
の
本
質
的

一
面
」
「
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
』

一
五

‐
三

・
四
）
、
大
島
美
津
子

「神
兵
隊
事
件
」

「
日
本
政
治
裁
判
史
録
』
昭
和

後
、
第

一
法
規
出
版
、　
一
九
七
〇
年
）
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（文
責
　
保
坂
裕
ｍ
ｏ

付
記
　
本
文
書
を
ご
寄
託
く
だ
さ
っ
た
安
田
元
久
氏
に
は
、
全
文
書
の
目
録
化
と

『断
腸
秘
録
』
の
翻
刻
を
ご
快
諾
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
貴
重
な

る
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
、
あ
つ
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
す
。
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